
えみふる公式ツイッター運用ポリシー  

  

（目的）  

第 1 条 このポリシーは、えみふるがツイッター（twitter）（以下、 「ツイッター」という。）

を、利用者、地域住民、求職者等への情報提供媒体として運用するために、必要な事項を定

めることを目的とする。  

  

（用語の定義）  

第 2 条 このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによ

る。  

（１）ツイッター  インターネットを利用し、140 字以内の短い文章を、不特定多数のイン

ターネット利用者に公開できる手段  

（２）公式ツイッター えみふるが設置・運用するユーザー名から発信するツイッター 

（３）アカウント ツイッターを設置・運用するために取得した権利、およびユーザー名  

（４）ツイート ツイッターに文章を投稿する行為、および投稿された文章  

（５）リプライ 他のユーザーのツイートに返信をすること 

（６）リツイート 他のユーザーのツイートを引用して投稿すること 

（７）フォロー 他のユーザーのツイートを受信するように、アカウントを登録すること 

 

（運営主体）  

第 3 条 ツイッターの運営主体は千代田区立障害者福祉センターえみふる（指定管理者武

蔵野会）とし、アカウントの管理、情報の発信は、ツイッター管理者（広報担当）が行う。 

２ ツイッターを運営するにあたって、情報の作成、発信、更新の決定及びツイッター管理

者の選定は、千代田区立障害者福祉センター施設長が行うこととし、ツイッター管理者は、

情報の作成、発信、更新にかかる事務を行う。  

３ ユーザー名は、chiyoda_emifuru とする。  

  

（情報発信）  

第 4 条 情報の発信は、千代田区立障害者福祉センター施設長の指示のもとツイッター管

理者がツイッターから行うものとする。  

  

（アカウント運用者の明示） 

 第５条 ツイッターで流れる様々な情報については、なりすまし行為を使い、事実と違う

情報 が流れることを防ぐために、運営主体として公式ツイッターのユーザー名をえみふる

ホームページに明示する。  

  

（アカウント運用主体、発信内容等の明示） 



 第６条 この運用ポリシーで定めるアカウントの運営主体、および発信する内容、発信方

法等について、公式ツイッターのプロフィール欄に明示する。  

  

（掲載内容） 

 第７条 公式ツイッターでは、次に掲げるものをツイートする。  

（１）えみふるで行っている活動や取り組みについての報告 

（２）求人及びボランティア募集等に関する情報 

（３）えみふる周辺や周辺のイベントについての案内 

（４）その他、千代田区立障害者福祉センター施設長が適当と認めるもの  

 

（掲載条件） 

第 8 条 掲載にあたり顔写真や個人名を掲載する場合は別途個人情報の提供同意書をもら

うこと。尚個人名については表彰等栄誉ある場合のみ限定して掲載する。尚同意をいただい

ていない方及び作品等紹介においての個人名の部分はモザイク等で個人がわからないよう

に編集して掲載する。 

 

 （リプライ、リツイート、およびフォローの制限） 

第９条 公式ツイッターは、情報提供の手段として運用するため、原則として、えみふるが

発信する情報のみを掲載する。 

2 リプライは原則行わない。えみふる以外のアカウントへのDM（ダイレクトメッセージ）

は必要がある場合に行う。また、ツイートに対するコメントへの返信コメントについてはコ

メントに対する謝礼と質問に対する返答とする。返答について迷う場合は千代田区立障害

者福祉センター施設長に相談の上返答する。 

3 他のユーザーが投稿した内容について、リツイート及びフォローは原則行わない。ただ

し千代田区立障害者福祉センター施設長が必要と認めるものは、この限りではない。 

 

（えみふるホームページとのリンク）  

第 10 条 ツイッターに関してはプロフィールページに URL を１つのみ掲載できる。そち

らにえみふるホームページへのリンクを掲載する。投稿している内容と関連がある内容に

ついてリンクを掲載する。 

 

（投稿の削除）  

第 11 条 他のユーザーによる次に定める投稿を禁止し、千代田区立障害者福祉センター施

設長は、予告なく削除することができる。 （１）法令等に違反する内容又は違反するおそ

れがある内容 （２）特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの （３）政治、宗教活動を目的

とするもの （４）著作権、商標権、肖像権など、えみふるまたは第三者の知的所有権を侵

害するもの （５）広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの （６）人種・

思想・信条等の差別又は差別を助長させるもの （７）公の秩序又は善良の風俗に反する内



容 （８）虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの （９）本人の承諾な

く個人情報を特定・開示・漏えいする等、プライバシーを害するもの （10）有害なプログ

ラム等 （11）わいせつな表現などを含む不適切なもの （12）その他、えみふるが不適切と

判断した情報及びこれらの内容を含むホームページ等へのリンク  

  

（その他）  

第 13 条 その他、この運用ポリシーの実施について必要な事項は、千代田区立障害者福祉

センター施設長が、 別に定める。  

  

附 則 この運用ポリシーは、令和 2 年 3 月 1 日から施行する。 


